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許認可等の種類

根拠法令条例
等・条項

許認可等の概要

審査基準
（未設定の場合
はその理由）

基準の制定根拠

標準処理期間
（未設定の場合
はその理由）

期間の制定根拠

　14日

　－

行政手続法・行政手続条例適用の申請に対する処分に係る審査基準と標準処理期間

旅行業者の有効期間の更新の登録

旅行業法第６条の３

○有効期間満了後も旅行業を営もうとする旅行業者の有効期間の更新の登録

未設定（法令の規定において言い尽くされているため）

【参考】
○旅行業者の有効期間の更新の登録
　・旅行業法第４条
　・旅行業法第６条
　・旅行業法第６条の３
　・施行規則第１条の２、第１条の３、第１条の４、第２条の２、第３条、第４条

　－


